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国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
等

は
電
子
申
請
が
便
利
で
す

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
オ

ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用

し
た
国
民
年
金
加
入
手
続
き
等

の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
ま

す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
の
連
携
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
年
金
加
入

者
ダ
イ
ヤ
ル
に
問
い
合
わ
せ
る

か
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
手
続
き

　
国
民

年
金
資
格
取
得
、
種
別
変
更
、

国
民
年
金
保
険
料
免
除
、
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
申
請

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
‐
0
0
3
‐
0
0
4

（
月
～
金
・
午
前
8
時
30
分
～
午

後
7
時
、
第
2
土
曜
日
・
午
前

9
時
30
分
～
午
後
4
時
）

建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ　
　
　

　❶
住
宅
の
耐
震
診
断
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

　
町
で
は
今
年
度
も
木
造
住
宅

耐
震
診
断
者
派
遣
事
業
を
行
い

ま
す
。
建
築
士
が
耐
震
診
断
を
行

い
、
耐
震
改
修
計
画
を
策
定
し
ま

す
。
併
せ
て
、
耐
震
改
修
に
か
か

る
概
算
費
用
を
算
出
し
ま
す
。

▼
対
象

　
①
所
有
者
、
賃
借
者
、

購
入
予
定
者
②
昭
和
56
年
5
月

31
日
以
前
に
工
事
に
着
手
し
た

戸
建
て
住
宅
（
昭
和
56
年
以
降

増
築
し
た
建
物
は
対
象
外
）

❷
木
造
住
宅
耐
震
改
修
に
関
す

る
費
用
の
支
援
措
置

　

　
耐
震
診
断
に
よ
り
耐
震
改
修

計
画
を
策
定
し
た
方
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

▼
支
援
内
容

　①
全
面
改
修
・

建
替
は
最
大
1
0
0
万
円
の
助

成
②
簡
易
改
修
・
部
分
改
修
は
最

大
60
万
円
の
助
成
。
な
お
、
対
象

工
事
費
用
の
2
分
の
1
が
上
限

額
と
な
り
ま
す
。

❸
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
耐
震
改
修
・

除
去
事
業

　
避
難
路
に
面
し
た
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
の
除
去
・
改
修
工
事
等
の

安
全
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
　
①
避
難
路
沿
道
に
面

し
、
地
震
等
に
よ
る
倒
壊
の
恐
れ

の
あ
る
も
の
※
既
に
倒
壊
し
て

い
る
も
の
、
取
り
壊
し
た
も
の
は

対
象
外
②
塀
の
高
さ
が
道
路
面

か
ら
80
㎝
以
上
あ
る
も
の
▼
補

助
金
額
　
撤
去
・
改
修
工
事
に

係
る
経
費
の
3
分
の
2
（
補
助

上
限
額
10
万
円
）

❹
屋
根
耐
風
改
修
事
業

　
住
宅
の
瓦
葺
屋
根
に
対
し
、

全
面
葺
替
え
、
屋
根
材
を
固
定

す
る
改
修
を
行
う
場
合
の
改
修

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象

　
①
令
和
4
年
度
福
島

県
沖
地
震
で
被
災
し
、
罹
災
証
明

書
が
あ
る
方
②
瓦
葺
の
屋
根
全

体
を
「
瓦
の
緊
結
方
法
の
新
基

準
」
に
よ
り
改
修
す
る
ま
た
は
、

金
属
屋
根
な
ど
に
改
修
す
る
方

▼
補
助
金
額

　
対
象
工
事
に
か

か
る
経
費
の
23
%
（
補
助
上
限

額
55
万
2
千
円
）

▼
申
込
期
限

　❶
か
ら
❹
は
す

べ
て
11
月
30
日
木
ま
で
に
建
設

課
管
理
係
へ
申
し
込
み
。
※
詳

細
に
つ
い
て
は
建
設
課
へ
相
談

く
だ
さ
い
。

問
建
設
課
管
理
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
2

災
害
に
備
え
よ
う
、

　
　
　
　「
マ
イ
避
難
」

　　
災
害
か
ら
命
を
守
る
た
め
、

日
頃
か
ら
一
人
ひ
と
り
が
適
切

な
避
難
行
動
に
つ
い
て
考
え
、

備
え
る
こ
と
＝
「
マ
イ
避
難
」

に
つ
い
て
、
日
頃
か
ら
考
え
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
お
住

ま
い
や
お
勤
め
先
の
市
町
村
が

作
成
す
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で

自
宅
や
職
場
の
災
害
リ
ス
ク
、

避
難
場
所
を
把
握
し
、
災
害
時

の
避
難
行
動
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族

構
成
、
自
宅
や
職
場
の
災
害
リ

ス
ク
に
よ
り
避
難
行
動
は
異
な

る
の
で
、
自
身
の
状
況
に
あ
っ

た
「
マ
イ
避
難
シ
ー
ト
」
を
作

成
し
、
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

問
県
庁
危
機
管
理
課

☎
5
2
1
‐
8
6
5
1

令
和
5
年
度
給
水
装
置

工
事
主
任
技
術
者
試
験

　　

令
和
5
年
度
給
水
装
置
工
事

主
任
技
術
者
試
験
が
次
の
と
お

り
行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
程
　
受
験
願
書
受
付
期
間

6
月
5
日
月
か
ら
7
月
7
日
金

試
験
日
　
10
月
22
日
日

▼
受
験
料
　
2
万
1
3
0
0
円

▼
受
験
資
格
　
給
水
装
置
工
事

に
関
し
て
3
年
以
上
の
実
務
の

経
験
を
有
す
る
方

　
申
込
方
法
及
び
詳
細
に
つ
い

て
は
公
営
財
団
法
人
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
公
益
財
団
法
人
給
水
工
事
技

術
振
興
財
団

☎
0
3
‐
6
9
1
1
‐
2
7
1
1

16広報くにみ　2023.6

まちの情報ボックス

国
家
公
務
員
「
税
務
職

員
採
用
試
験
」
（
高
校

卒
業
程
度
）

　
仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍

す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ

る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
国
の
財
政
を
支
え
る
税
務

職
員
に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
申
し
込
み
及
び
詳
細
に
つ
い

て
は
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国

家
公
務
員
試
験
採
用
N
A
V
I
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
受
験
資
格
　
①
令
和
5
年
4

月
1
日
に
お
い
て
高
校
卒
業
後

3
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及

び
令
和
6
年
3
月
ま
で
に
高
校

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
②
人

事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者

▼
受
験
申
込
受
付
期
間
　
6
月

19
日
月
か
ら
6
月
28
日
水
ま
で

▼
第
1
次
試
験
日
　
9
月
3
日
日

問
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
研
修
係

☎
0
2
2
‐
2
6
3
‐
1
1
1
1

（
内
線
3
2
3
6
）
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問
人
事
院
東
北
事
務
局

☎
0
2
2
‐
2
2
1
‐
2
0
2
2

減
免
申
請
期
限
を

　
　
　
　
延
長
し
ま
す

　
令
和
5
年
度
の
自
動
車
税
種

別
割
に
係
る
減
免
の
申
請
期
限

を
、
6
月
30
日
金
ま
で
延
長
し

ま
す
。
窓
口
の
分
散
利
用
・
混

雑
緩
和
に
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税

第
二
課
自
動
車
税
チ
ー
ム

☎
5
2
1
‐
2
7
0
2

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
関
す
る
説
明
会

　　

福
島
税
務
署
で
は
、
消
費
税

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。
説
明
会
は
事
前

予
約
制
に
よ
り
、
各
回
と
も
定

員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了

し
ま
す
。

【
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

関
す
る
説
明
会
】

▼
日
時
　
7
月
4
日
火
、
8
月

2
日
水
、
9
月
5
日
火

※
各
回
と
も
、
①
午
前
10
時
30

分
か
ら
正
午
、
②
午
後
1
時
30

分
か
ら
午
後
3
時
ま
で
。
①
は

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
免
除
申
請
受
付
　
　
　

　
収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由

で
国
民
年
金
を
納
め
ら
れ
な
い

方
の
た
め
に
免
除
制
度
や
納
付

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
免
除
制
度
に
は
全
額
免
除
の

ほ
か
、
4
分
の
3
、
2
分
の
1
、

4
分
の
1
を
納
付
す
る
と
残
り

の
保
険
料
が
免
除
と
な
る
一
部

免
除
や
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
、

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
な
ど
で
審

査
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
免
除
な

ど
を
受
け
た
過
去
の
期
間
の
保

険
料
は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後

か
ら
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

令
和
5
年
度
の
免
除
な
ど
の
申

請
受
付
は
7
月
か
ら
と
な
り
ま

す
の
で
、
免
除
な
ど
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
な
ど
を
持
参
の
う
え
、
ほ

け
ん
課
国
保
係
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
5
8
5
‐
2
7
8
5

　
東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
5
3
5
‐
0
1
4
1

課
税
事
業
者
の
方
向
け
、
②
は

免
税
事
業
者
の
方
向
け
で
、
説

明
内
容
は
各
回
と
も
同
じ
で
す
。

▼
会
場

　
福
島
市
ア
ク
テ
ィ
ブ

シ
ニ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ア
オ
ウ

ゼ
（
福
島
市
曽
根
田
町
1
‐
18

　

M
A
X
ふ
く
し
ま
4
階
）

▼
申
込
先
　
福
島
税
務
署
法
人

課
税
第
1
部
門

☎
5
0
3
‐
2
4
1
7
（
直
通
）

【
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
登
録
要
否
相
談
会
】

▼
日
時
　
7
月
28
日
金
、
8
月

3
日
木
、
8
月
24
日
木
、
9
月

12
日
火

※
各
回
と
も
午
前
9
時
か
ら
午

後
4
時
ま
で
開
催
、
登
録
要
否

を
検
討
さ
れ
る
免
税
事
業
者
の

方
が
対
象
。
1
人
あ
た
り
1
時

間
程
度
、
午
前
9
時
か
ら
午
後

3
時
の
間
で
希
望
の
時
間
帯
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

▼
会
場
　
福
島
税
務
署
（
福
島

市
森
合
町
16
‐
6 

2
階
大
会

議
室
）

▼
申
込
先
　
福
島
税
務
署
個
人

課
税
部
門

☎
5
3
4
‐
3
1
2
1
（
代
表
）

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て

『
2
』
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い

道の駅国見あつかしの郷 ☎ 024-585-2132

開催中
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